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中小企業の従業員の方を中心とした健

康保険を取り仕切る全国健康保険協会

（協会けんぽ）は、基本的に、毎年１

回、３月分（４月納付分）から適用され 

神奈川県を除く 46 都道府県の都道府県

単位保険料率と全国一律の介護保険料率

が変更されますので、「健康保険・厚生年

金保険の保険料額表」の変更が必要とな 

ります。給与計算ソフトをお使いの場合

には、その設定に注意しましょう。給与

計算に関することについても、確認した

いことなどがあれば、気軽にお声掛けく

ださい。 

る保険料率の見直しを行います。 

令和６年３月分から適用される保険料

率は、次のように決定されました。 

〈補足〉厚生年金保険の保険料率

（18.3％）については、法律で固定され

ているため改定はありません。また、子

ども子育て拠出金率（0.36％）について

も、令和６年度における改定は予定され

ていません。 

北海道 １０.２１％ 石川県 ９.９４％ 岡山県 １０.０２％ 

青森県 ９.４９％ 福井県 １０.０７％ 広島県 ９.９５％ 

岩手県 ９.６３％ 山梨県 ９.９４％ 山口県 １０.２０％ 

宮城県 １０.０１％ 長野県 ９.５５％ 徳島県 １０.１９％ 

秋田県 ９.８５％ 岐阜県 ９.９１％ 香川県 １０.３３％ 

山形県 ９.８４％ 静岡県 ９.８５％ 愛媛県 １０.０３％ 

福島県 ９.５９％ 愛知県 １０.０２％ 高知県 ９.８９％ 

茨城県 ９.６６％ 三重県 ９.９４％ 福岡県 １０.３５％ 

栃木県 ９.７９％ 滋賀県 ９.８９％ 佐賀県 １０.４２％ 

群馬県 ９.８１％ 京都府 １０.１３％ 長崎県 １０.１７％ 

埼玉県 ９.７８％ 大阪府 １０.３４％ 熊本県 １０.３０％ 

千葉県 ９.７７％ 兵庫県 １０.１８％ 大分県 １０.２５％ 

東京都 ９.９８％ 奈良県 １０.２２％ 宮崎県 ９.８５％ 

神奈川県 １０.０２％ 和歌山県 １０.００％ 鹿児島県 １０.１３％ 

新潟県 ９.３５％ 鳥取県 ９.６８％ 沖縄県 ９.５２％ 

富山県 ９.６２％ 島根県 ９.９２％ ― ― 

全国一律 １.６０％（１.８２％から変更） 

令和６年３月分からの 

協会けんぽの保険料率が決定 

［ 今月の NEWS ］

１ 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕（神奈川県以外は変更あり）

２ 介護保険料率〔全国一律／40歳以上65歳未満の方について、１に加えて負担・納付〕 

 健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担

の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。 

令和６年３月分からの協会けんぽの保険料率 
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□ 労災保険率を、業種平均で 1,000 分の

0.1 引き下げ（平均「1000 分の 4.5」→

「1,000 分の 4.4％」） 

……全 54 業種（船舶所有者の事業を含

む）中、17 業種で引き下げ、３業種

で引き上げとなる。 

□ 一人親方などの特別加入に係る第２

種特別加入保険料率を改定 

……全 25 区分中、５区分で引き下げと

なる（引き上げとなる区分はなし）。

□ 請負による建設の事業に係る労務費

率を改定 

＜労災保険率の改定について＞ 

○改定された業種の例 

・水力発電施設、ずい道等新設事業： 

1,000 分の 62― 改定  

→1,000 分の 34 

・食料品製造業： 

1,000 分の６― 改定  

→1,000 分の 5.5 

・ビルメンテナンス業： 

1,000 分の 5.5― 改定  

→1,000 分の６ 

○改定されなかった業種の例 

（各率を据え置き） 

・金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業： 

1,000 分の 88（最も高い労災保険率） 

・卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業： 

1,000 分の３ 

・金融業、保険業又は不動産業： 

1,000 分の 2.5（最も低い労災保険率の 

一つ〔他に３業種〕） 

・その他の各種事業： 

1,000 分の３ 

 これらは、メリット制の適用がない場

合の労災保険率です。 

令和６年４月１日から、労災保険率、

第２種特別加入保険料率、労務費率が改

定されることになりました。そのポイン

トは、次のとおりです。 

労働保険料の申告・納付（継続事業に

おいては年度更新）に備えて、貴社の業

種に適用される労災保険率の改定の有無

などを確認しておく必要があります。お

声掛けいただければ、こちらで確認いた

します。 

〈補足〉雇用保険率（例：一般の事業で

は 1,000 分の 15.5）及び一般拠出金率

（一律 1,000 分の 0.02）については、令

和６年度における改定は予定されていま

せん。 

労災保険率を改定 令和６年４月から 

［ 今月の NEWS ］

令和６年４月からの労災保険率などの

改定のポイント 
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●51 人以上（50 人超え）とは、「使用する

被保険者の総数が常時 50 人を超える」

ということです。具体的には、次のいず

れかの考え方で判定します。 

①  法人事業所の場合は、同一の法人番

号を有する全ての適用事業所に使用

される厚生年金保険の被保険者の総

数が常時 50 人を超えるか否かによっ

て判定します。  

② 個人事業所の場合は、適用事業所ご

とに使用される厚生年金保険の被保

険者の総数が常時 50 人を超えるか否

かによって判定します。  

〈補足〉このように、特定適用事業所

に該当するか判断する際の被保険者 

とは、適用事業所に使用される「厚生

年金保険」の被保険者の総数になりま

す。 

注意点 

・今回の適用拡大の対象となる短時間 

労働者は、被保険者の総数に含めませ

ん。 

・「厚生年金保険」の被保険者が対象です

から、70 歳以上で健康保険のみ加入し

ているような方は対象に含めません。

●では、「常時 50 人を超える」とは、どの

ような状態を指すのでしょうか。 

具体的には次のとおりです。 

①  法人事業所の場合は、同一の法人番

号を有する全ての適用事業所に使用

される厚生年金保険の被保険者の総

数が、12 か月のうち６か月以上 50 人

を超えることが見込まれる場合を指

します。 

②  個人事業所の場合は、適用事業所ご

とに使用される厚生年金保険の被保

険者の総数が、12 か月のうち６か月

以上 50 人を超えることが見込まれる

場合を指します。 

令和６年 10 月から、常時 50 人を超え

100 人以下の規模の事業所も「特定適用事

業所」とされるため、当該事業所では、

これまで健康保険・厚生年金保険の被保

険者でなかった短時間労働者のうち、週

所定労働時間 20 時間以上、月額賃金 8.8

万円以上などの要件を満たす者を、健康

保険・厚生年金保険の被保険者として取

り扱う必要があります。 

この企業規模要件は、どのように判定

するのでしょうか？ 

このように判定した厚生年金保険の被

保険者の総数が常時 50 人を超え 100 人以

下の適用事業所が、令和６年 10 月から新

たに特定適用事業所となります。 

次回、どのような手続が必要になるの

か？ そのポイントを紹介します。 

令和６年10月からの短時間労働者に対する

社会保険の更なる適用拡大vol.1 

［ 今月の NEWS ］

令和６年 10月からの更なる 

適用拡大の具体的内容 vol.1／ 

企業規模要件の判定 
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「令和６年度税制改正の大綱」に、令和

６年分の所得税について定額減税を実施

することが盛り込まれました。正式決定前

ですが、その重要性から、正式決定した場

合の定額減税の事務手続の内容が国税庁

から公表されています。  

令和６年においては、給与計算の一環

として、上記の事務手続が追加されるこ

とになりそうです。対象となる社員に

は、“合計所得金額が 1,805 万円以下”な

どの要件がありますが、扶養控除等申告

書を提出しているほとんどの社員が対象 

給与所得者（社員）に対する所得税の

定額減税は、給与の支払者（会社）にお

いて行うこととされていますので、その

ポイントを紹介しておきます。 

になると思われます。 

月次減税事務・年調減税事務の時期が

近づいてきましたら、改めて、そのポイ

ントをお伝えします。 

「給与の支払者のための令和６年分所得税の

定額減税のしかた」を確認しておきましょう 

［ 今月の NEWS ］

給与の支払者の事務のあらまし／国税庁の資料より 

※ なお、定額減税額は、本人分の３万円に、同一生計配偶者又は扶養親族１人につき３万円を加算した額であ

り、同一生計配偶者又は扶養親族の有無や数は、基本的に、扶養控除等申告書により判断することになります。

奈川県以外は変更あり） 
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昭和 37～53 年度生まれの男性は、過去

に公的な風しんの予防接種が行われてい

なかったため、他の方々よりも風しんにか

かる可能性が高いということはご存じで

しょうか？  

厚生労働省は、その世代の男性を対象

者として、風しんの抗体検査と予防接種

を無料で受けることができるクーポン券

を送付しています。  

同省では、このクーポン券を利用した

「企業における風しん対策」を推奨して

います。 

厚生労働省から「企業における風しん対策」

についてお知らせ 

［ 今月の NEWS ］

「企業における風しん対策」のポイント 

□ 風しんは感染力が強いため、企業において、従業員が１人でも感染したら、直ちに次のよ

うな対応が必要となります。 

・突然のお休み、検査対応、保健所の疫学調査への対応 

・社内、取引先での感染拡大防止策の検討 

・患者周囲の妊婦の有無を確認、妊婦の感染リスクの確認、感染予防策の検討＊

＊妊娠初期の妊婦に感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起

きることがあることから、特に注意が必要とされています。 

□ 予防が最重要ということで、企業に対して、対象者に送付されているクーポン券を利用し

て、風しんの抗体検査を健診内容に含めることなどが推奨されています。 

委託先の医療機関との主な確認・調

整事項 

 委託先の医療機関に、健診に風

しんの抗体検査含めるように追加

で委託 

 クーポン券の受け渡しについて

調整 

 検査の結果、抗体が不十分だっ

た社員に対し、予防接種の案内を

するよう依頼 

クーポンの利用期限は、令和６年度末（令和７年３月31日）までと予定されています。 

期限がおおむね１年後に迫っていることから、厚生労働省では、「企業における風しん対策」

についても周知を強化しています。 

対策をまだとっていない場合は、気軽にご相談ください。 

（厚労省の資料より） 

例）特定の医療機関に定期健診を委託しているケース 
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厚生年金保険における在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金
の合計額の基準となる額（支給停止調整額）が、「48 万円」から「50 万円」に改定され
ます。 

厚生労働省から、令和６年度の年金額

改定についてお知らせがありました。令

和６年度の年金額は、法律の規定に基づ

き、2.7％の引き上げになります。  

老齢厚生年金の受給権者である在職者

について、年金が支給停止されないギリ

ギリのラインで賃金を支払う場合は、賃 

また、在職老齢年金の計算に用いる

「支給停止調整額」についても、名目賃

金の変動に応じて改定が行われます。こ

こでは、在職老齢年金に着目してお伝え

します。  

金を２万円アップできるということにな

ります。在職者の年金の仕組みなど、詳

しく知りたいときは、気軽にお尋ねくだ

さい。 

在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調

整額」を改定 令和６年４月から 

［ 今月の NEWS ］

①賃金（賞与込み月収）＋ ②年金の月額が、 
・「48 万円」超えないとき  年金の支給停止なし 
・「48 万円」超えるとき    年金を支給停止 

（超える額の２分の１を支給停止） 

～令和６年

3月

令和６年

4月～

①賃金（賞与込み月収）＋ ②年金の月額が、 
・「50 万円」超えないとき  年金の支給停止なし 
・「50 万円」超えるとき    年金を支給停止 

（超える額の２分の１を支給停止）

〈補足〉上記の支給停止の仕組みは、令和４年４月施行の改正で、60 歳台前半の在職老
齢年金と 60 歳台後半・70 歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。 

在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」の改定（令和６年４月～） 

3/11 ● 2

 3/15 ● 2023 年分の所得税 の確定申告期限 

4/1 ● 2月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 1 月決算法人の確定申告と納税・7月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 4 月・7 月・10 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 
● 個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告

お仕事 

カレンダー

3月
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労働時間とは、正しくは「労働者が使

用者の指揮命令下に置かれている時間」

をいいます。そこで今回のご質問につい

ては、定期健康診断を受診している時間

が使用者の指揮命令下に置かれていると

いえるかがポイントとなります。 

健康診断については、労働安全衛生法

により、使用者において労働者に健康診

断を実施する義務があるとともに、労働

者にも使用者が実施する健康診断を受け

る義務が課せられています。そのため、

定期健康診断の受診中については、労働

者が健康診断を受ける義務に基づいてこ 

れを受けていますから、使用者の指揮命

令下にあるとは認められません。従って

定期健康診断の受診時間については労働

時間ではありませんから、会社として賃

金を支払う義務はありません。 

健康診断を受診するため、自宅又は会

社から病院へ向かう移動時間について

は、受診時間と同様に指揮命令下にある

とはいえませんので労働時間ではありま

せん。従って賃金を支払う義務はありま

せん。ただし、移動時間中に業務を指示

している場合は、労働時間に当たります

ので賃金の支払い義務が発生します。 

上記の通り、原則として定期健康診断

の受診時間及び病院への移動時間につい

ては、労働時間ではありませんので会社

が賃金を支払う義務はありません。 

ただし、厚生労働省が出した通達（昭 

47.9.18 基発第 602 号）では、「受診に

要した時間の賃金を会社が支払うことが

望ましい」としていますので、支払いの

有無を明確にしておきたい場合は、賃金

規程などで定期健康診断受診中の賃金に

ついて定めておくことが望ましいと思わ

れます。 

なお定期健康診断の受診費用について

ですが、労働安全衛生法により一部例外

を除き全額会社負担となります。 

人事労務の相談室 Ｑ＆Ａ 

［ 労務情報 ］

Ｑ．

当社では、定期健康診断を外部の病院

に委託して実施していますが、健康診

断の受診時間や病院までの移動時間は

労働時間になるのでしょうか？

Ａ． 

定期健康診断を受ける時間と病院まで

の移動時間は労働時間ではありません

ので、法律上賃金を支払う義務はあり

ません。

今回のポイント 

病院への移動時間 

定期健康診断と労働時間 

まとめ 
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月間有効求人・求職・求人倍率の推移

有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率(福山所) 広島県有効求人倍率 全国有効求人倍率

1.27

1.73

1.53

労働関係指標（2023 年 12 月) 

有効求人倍率 

（季節調整値※） 

全国  1.27 倍 

有効求人数 

全国 2,454,218 人

有効求職者数 

全国 1,795,875 人 

広島県 1.53 倍 広島県 68,670 人 広島県 44,964 人 

福山市 1.73 倍 福山市 12,638 人 福山市  7,317 人

※ 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値） 

定期給与 現金給与総額（2023 年 11 月)

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県 
289,905 円 370,614 円 281,392 円 286,057 円 281,486 円 

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］

参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 他 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html
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現金給与総額（5人以上）

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県
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国 負担率の推移

租税負担率 社会保障負担率
国 負担率（租税負担率＋社会保障負担率） 財政 字を含む国 負担率

8.8 12.8 12.4 13.6 14.1 18.1
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4.4
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日本 米国 英国 ドイツ フランス スウェーデン デンマーク フィンランド ノルウェー

諸外国における国 負担率（対国 所得）の内訳の 較

個人所得課税 法人所得課税 消費課税 資産課税等 社会保障負担率

47.9%

32.3%

46.0%
54.0%

69.9%

54.5%

65.9%
59.7%

53.4%

（注）１．令和３年度までは実績、令和４年度は実績見込み、令和５年度は見通しである。 

２．財政赤字の計数は、国及び地方の財政収支の赤字であり、一時的な特殊要因を除いた数値。 

３．平成６年度以降は 08SNA、昭和 55年度以降は93SNA に基づく計数。（租税負担の計数は租税収入ベースであり、SNA ベースとは異なる） 

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］

国 負担率：租税負担及び社会保障負担を合わせた義務的な公的負担の国 所得に対する 率
財政 字を含む国 負担率：国 負担率に将来世代の潜在的な負担として財政 字を加えたもの

参考：負担率に関する資料 : 財務省 (mof.go.jp)他 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a04.htm
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今回の名城訪問は備中松山城です。 

江戸時代以前に建造された天守が現存す

る「現存 12 天守」であり、日本三大山城

に数えられる名城です。 

所在地の岡山県高梁市までは約 60 ㎞の

旅路です。国道 313 号線と国道 486 号線

で矢掛町へ、そこから北上というルート

で高梁市に向かいます。所要時間は 1時

間 30 分程度です。 

山城＝登山。現地に到着してから登山

を要求されるのが山城訪問の特徴です。

中でもこの備中松山城は、標高 430ｍの山

頂にスタンプ設置場所がありますので、

現存 12 天守の中で最もハードルが高い名

城なのではないかと思っています。 

5 合目付近の駐車場から専用バスに乗車

して 8合目付近の登山口まで。そこから

割とハードな登山が待っています（私に

とっては）。整備されているようでされて

いない山道を、肩で息をしながら自分の

ペースで登っていきます（地元アスリー

トが足早に追い抜いていくのを尻目に）。

スタート地点から 20～30 分かけて遅々と

登った先に、ふいに石垣が現れるのです

が、これがけっこう感動的です。 

そこからさらに 5分程度歩みを進め、

ようやく山頂のスタンプ設置場所に到

達。心なしか手をプルプルと震わせなが

ら（息を整えたはずなんですが）スタン

プを押しました。いやはや勢いだけで真

夏日に訪問するもんじゃありませんね。 

とはいえ、備中松山藩 5万石の藩庁と

して、あの大石内蔵助（忠臣蔵の主人

公）や山田方谷（河井継之助の師）も登

城した天守が今に残る日本唯一の山城

は、まさに一見の価値ありです。 

さて、次回は桃太郎伝説に登場するあ

の名城です。どうぞお楽しみに！ 

（橋本）

日本１００名城に行こう vol.2 

～#68 備中松山城 （岡山県高梁市）～ 

［ 歴史探訪 ］

【現存天守／木造】 

① 城区分：山城 

② 築城年：1683 年（大改修） 

③ 改修者：水谷勝宗 

④ 指定文化財 

・天守（重要文化財） 

・二重櫓（重要文化財） 他 
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ゆんたくひんたく 

［ coffee break ］


